
熊本県における主な取組み

【法定福利費の確保】
・ 県発注工事の予定価格への反映（2012.7～）
・ 法定福利費を明示した請負代金内訳書の提出（2019.4～）
・ 予定価格に含まれる法定福利費概算額の公表（2019.11 ～）

【県発注工事からの社会保険等未加入業者の排除】
・ 元請業者を社会保険等に加入する業者に限定

（県内建設業者 2017.4～、県外建設業者 2018.4～）
・ 下請業者を社会保険等に加入する業者に限定

（一次下請 2019.4～、 二次以下の下請 2020.4～）
・ 未加入業者を下請負人とした場合の元請に対するペナルティの実施

（一次下請 2020.4～、二次以下の下請 2021.4～）

【建設業許可申請時の確認・指導】
・ 保険加入状況の確認（2012.11～）
・ 未加入業者に対する指導（2012.11～）
・ 未加入業者の保険担当部局への通報（2013.7～）

【経営事項審査における減点幅の拡大等】
・ 未加入業者に対する減点幅の拡大（2012.7～）
・ 減点措置の厳格化（ボトムの撤廃）（2018.4～）

【周知・啓発等】
・ 熊本県建設業社会保険加入推進地域会議の開催
（2018.11）

熊本県発注工事における社会保険等未加入対策の強化について

○下請企業を中心に、医療・年金・雇用保険について、法定福利費を適正に負担しない企業が存在
○技能労働者の処遇が低下し、若年入職者減少の一因
○適正に法定福利費を負担する企業ほど受注競争上不利

建設産業における課題

※「社会保険等」＝健康保険、厚生年金保険及び雇用保険

関係者を挙げて、社会保険等未加入問題への対策を進めることで、

○技能労働者の処遇の向上、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保
○法定福利費を適正に負担する企業による公平で健全な競争環境の構築 を実現する必要がある。

・・・2020年度以降に実施する新たな取組み



社会保険等への加入を一層推進していくためには、加入に必要な法定福利費が契約段階でも確保されること

が重要であり、元請業者と下請業者において法定福利費を適切に含んだ額による下請契約が締結されるよう、

熊本県発注の建設工事において、次の取り組みを実施しています。

１ 社会保険等の加入に必要な法定福利費の確保に向けた取組み

受注者（元請）は、契約締結後１４日以内に社会保険等に係る法定福利費を明示した請負代金内訳書を発

注者（工事監督職員）に提出してください。

ただし、入札時に提出した工事費内訳書に法定福利費が明示されている場合は、その工事費内訳書を請負代金内訳書として
取り扱いますので、請負代金内訳書の提出は不要です。

① ２０１９年４月１日から ⇒ 法定福利費を明示した「請負代金内訳書」の提出が必要

■ 対象となる工事は、２０１９年４月１日以降に入札公告、指名通知又は見積依頼を行う全ての県発注工事です。

■ 明示しなければならない法定福利費は、建設工事の直接的な作業に従事する現場労働者に係る社会保険料（健康保険、
厚生年金保険及び雇用保険）の事業主負担分が対象です。

請負代金内訳書には、

工事費内訳書に
記載が必要な項目

工事価格に占める
法定福利費の額

を記載してください。

施行番号　　○○○○○○○○○○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　 ○○　○○ 印
工 事 名　　国道○○号道路改築工事　　　　　　　　　　　　　　　　
工事場所　　○○市○○町○○地内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
内訳 （単位：千円）

工事区分 工種 種別 細別 単位 数量 備　　考
Ａ 直接工事費 ○○○○○

道路改良
道路土工 ○○○○○

掘削工 ○○○○○
Ｂ その他の経費 ○○○○○○○
　　　共通仮設費 ○○○○○
　　　現場管理費 ○○○○○
　　　一般管理費等 ○○○○○
Ｃ 工事価格計（Ａ＋Ｂ） ○○○○○○○
Ｄ 消費税及び地方消費税相当額 ○○○○○
Ｅ 工事費計（Ｃ＋Ｄ） ○○○○○○○

（工事価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の法定の事業主負担額○○○円）

金　　額

請負代金内訳書

様　式　例

商号又は名称　(株)○○○○

※様式は任意



熊本県発注の建設工事（※）において、予定価格に含まれる法定福利費の概算額を公表しています。

（※）農林水産部及び土木部が発注するものに限ります。

② ２０１９年１１月１日から ⇒ 予定価格に含まれる法定福利費概算額を公表

■ 対象となる工事は、２０１９年１１月１日以降に入札公告、指名通知又は見積依頼を行う県の農林水産部及び土木部
が発注する工事です。

■ 公表する法定福利費の概算額は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額です。
なお、当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費（営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場

管理費）に含まれる法定福利費について、当該工事に係る積算上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定
福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等の実情
に応じて異なります。

一般競争入札・指名競争入札・随意契約
　　　　　　　　　　　　　　（単独以外）

随意契約
（単独）

公表時期 入札公告時 落札結果公表時

公表方法
入札情報公開サービスの「入札公告等情報」において、
設計図書（特記仕様書など）の一部として掲載

入札情報公開サービスの「入札・契約情報」において、
備考欄に添付資料として掲載

＜イメージ＞

工種 道路改良工事

予定価格（税込） ￥○○，○○○，○○○

上記予定価格に含まれる
法定福利費概算額 ￥○，○○○，○○○

予定価格に含まれる法定福利費概算額

単独随意契約の
場合は公表しません



２ 熊本県発注工事からの社会保険等未加入業者の排除に向けた取組み

公平で健全な競争環境を構築する観点から、社会保険等に加入し、法定福利費を適切に負担する建設業者を

確実に契約の相手方とすることが重要であることを踏まえ、熊本県発注の建設工事において、社会保険等に未加

入である建設業者を下請負人とすることを禁止する取組みを段階的に実施しています。

受注者（元請）は、社会保険等未加入建設業者との一次下請契約を締結することはできません。

ただし、特別の事情があると発注者が認めた場合は、発注者が指定する期間内に社会保険等に加入することを条件に下請
契約の相手方とすることができます。

受注者（元請）は、社会保険等未加入建設業者を下請負人（二次以下も含む）とすることはできません。

ただし、特別の事情があると発注者が認めた場合、又は発注者が指定する期間内に社会保険等に加入したことが確認でき
る書類を提出する場合は、下請負人とすることができます。

■ 対象となる工事は、２０１９年４月１日以降に入札公告、指名通知又は見積依頼を行う全ての県発注工事です。
■ 「社会保険等」とは、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の３保険です。
■ 下請負人としてはならない「社会保険等未加入建設業者」とは、建設業の許可を有する者で、事業所として社会保険等の加入

義務があるにもかかわらず社会保険等に加入していない事業者です。各保険の適用を除外されている建設業者を下請負人とする
ことは問題ありません。

■ 特別の事情がない場合又は指定期間内に加入の確認ができなかった場合は、契約違反として、受注者に対してペナルティ（違
約金の請求（※）、指名停止措置、工事成績評定の減点）を措置します（ペナルティは、２０２０年４月１日以降に入札公告、
指名通知又は見積依頼を行う工事から適用します）。 （※）受注者と当該未加入業者との下請契約の最終請負代金額の１０％。

① 2019年4月1日から ⇒ 一次下請業者を社会保険等に加入している建設業者に限定

② 2020年4月1日から ⇒ 全ての下請業者を社会保険等に加入している建設業者に限定

■ 対象となる工事は、２０２０年４月１日以降に入札公告、指名通知又は見積依頼を行う全ての県発注工事です。
■ 特別の事情がない場合、かつ、指定期間内に加入の確認ができなかった場合は、契約違反として、受注者に対してペナルティ

（違約金の請求（※）、指名停止措置、工事成績評定の減点）を措置します（ペナルティは、２０２１年４月１日以降に入札公告、
指名通知又は見積依頼を行う工事から適用します）。 （※）当該未加入業者とその注文者との下請契約の最終請負代金額の５％。

■ その他の取扱いは、上記①と同じです。

（熊本県公共工事請負契約約款を改正し、社会保険等未加入建設業者との下請契約締結を禁止する条項を規定します）

（熊本県公共工事請負契約約款を改正し、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることを禁止する条項を規定します）



２－① 一次下請が社会保険等に未加入である場合のイメージ図
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※特別の事情があると発注者が認める場合は、
発注者が指定する期間内（３０日）に加入する
ことを条件に下請契約の相手方として可。
⇒ ③により、特別の事情を有すると認められ
ない場合、又は期間内に加入が確認できる書
類の提出が無い場合は、④及び⑤へ。
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受注者に対し、

ア）違約金の請求
（①の最終金額の10％）

イ）指名停止

ウ）工事成績評定の減点

建設業許可部局
↓

（社会保険等部局）

⑤通報 ⑤通報

※特別の事情があると発注者が認める場合は、
発注者が指定する期間内（３０日）に加入する
ことを条件に下請契約の相手方として可。
⇒ ③により、特別の事情を有すると認められ
ない場合、又は期間内に加入が確認できる書
類の提出が無い場合は、④及び⑤へ。
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２－② 二次以下の下請が社会保険等に未加入である場合のイメージ図

【２０２０年４月～】
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【２０２１年４月～】

受注者に対し、

ア）違約金の請求
（②の最終金額の5％）

イ）指名停止

ウ）工事成績評定の減点

建設業許可部局
↓

（社会保険等部局）

⑥通報 ⑥通報
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締
結

※特別の事情があると発注者が認める場合、
又は発注者が指定する期間内（３０日）に加入
が確認できる書類を提出する場合は下請負
人として可。
⇒ ④により、特別の事情を有すると認められ
ず、かつ、期間内に加入が確認できる書類の
提出が無い場合は、⑤及び⑥へ。
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※特別の事情があると発注者が認める場合、
又は発注者が指定する期間内（３０日）に加入
が確認できる書類を提出する場合は下請負
人として可。
⇒ ④により、特別の事情を有すると認められ
ず、かつ、期間内に加入が確認できる書類の
提出が無い場合は、⑤及び⑥へ。
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熊本県発注工事における社会保険等未加入対策の強化について
（スケジュール）

２ 社会保険等未加入業者の排除に向けた取組み

平成31年(2019年)
4月1日

令和2年(2020年)
4月1日

令和3年(2021年)
4月1日

１ 法定福利費の確保に向けた取組み

① 法定福利費を明示した
請負代金内訳書の提出

① 一次下請業者を
社会保険等に加入している業者に限定

各々、右の期日以降に入札公告、指名通知又は見
積依頼を行う県発注の建設工事から適用

（ただし、１－②は、農林水産部及び土木部発注の工事に限る）

ペナルティなし
違反した場合の受注者に
対するペナルティあり

ペナルティなし

② 予定価格に含まれる
法定福利費概算額の公表

② 二次以下全ての下請業者を
社会保険等に加入している業者に限定

令和元年(2019年)
11月1日


